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令 和 6年 3月 29日

一般社団法人全国建設業協会会長 殿

厚生労イ動省労働基準局

安 全衛 生 部 安 全課 長

屋根、はしご・脚立等か らの墜落 a転落災害防止対策の促進について (要請 )

(木造家屋等低層住宅工事墜落防止標準マニュアルの策定)

建設業における労働災害防止につきましては、平素から格段の御理解、御協力

をいただいてお り御礼申 し上げます。

さて、屋根等からの墜落・転落災害防止対策については、「足場の設置が困難

な屋根上作業等における墜落防止のための作業標準マニュアルについて」 (平成

26年 3月 10日 付け基安安発 0310第 1号。以下 「旧マニュアル」とい う。)に よ

り周知をお願いしてきた ところですが、屋根等からの墜落・転落災害は、建設業

における死亡災害の約 3害1を 占めてお り、近年、は しご・脚立からの墜落・転落

災害が増加傾向を示すな ど、こうした労働災害の防止対策を促進することが重

要 となっています。

令和 4年 10月 に公表 された「建設業における墜落・転落防止対策の充実強化

に関する実務者会合報告書」では、これ ら災害を防止するためのマニュアルの策

定が提言 され、また、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な

計画」 (令和 5年 6月 13日 閣議決定。)では、屋根・屋上等の開口部、足場や低

所 (は しご 。脚立)か らの墜落・転落災害を防止するためのマニュアルの作成・

普及を図ることとされています。

こうした中、今般、建設業労働災害防止協会において「木造家屋等低層住宅工

事墜落防止標準マニュアル」が別添 1の とお り策定されました。

本マニュアルでは、足場・屋根上 。開日部等の作業におけるリスクアセスメン

トの実施手順や足場の設置が困難な場合の安全対策、また、はしご・1却立等から

の墜落防止対策の実施方法等が示 されてお り、本マニュアルに基づ く対策の推

進により、墜落・転落災害の防止が期待されます。

ついては、本マニュアルについて、旧マニュアルに代わ り傘下会員ほか関係者

に広 く周知いただくとともに、本マニュアルに基づ く取組が促進 されますよう

特段の配慮をお願い申し上げます。

なお、本マニュアルは、下記の厚生労働省 ウェブサ/T卜 で公表 していますので

申し添えます。
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